
2012.10
広報おおさき 11

ホットライン

◆国民健康保険のいろは

区　　　　分 診　療　年　月 一般被保険者分 退職被保険者分 全被保険者分

一人当たり
医　療　費

平成 24 年   5 月 27,638 円 27,988 円 27,659 円
平成 23 年   5 月 27,379 円 27,908 円 27,410 円

大崎町の医療費

保健福祉課　国民健康保険係　☎ 476-1111（135）国保 保健福祉課からのお知らせ

区　　　　分 診　療　年　月
国民健康保険

一　　般　　分 退　職　者　分 合　　　　　計

被保険者数
平成 24 年   5 月 4,621 人 285 人 4,906 人
平成 23 年   5 月 4,762 人 305 人 5,067 人

　　医療費総額
平成 24 年   5 月 127,716,851 円 7,976,474 円 135,693,325 円
平成 23 年   5 月 130,376,835 円 8,511,847 円 138,888,682 円

まちからのお知らせ、生活に関する制度について

問

その６～医療費の自己負担が高額のとき

次世代の子どもたちへ
　引き継ぐのじゃ！

　同じ月内で、保険内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超え
た分が高額療養費として後から支給されます。

誰が踊るの？

超えた分は返ってくるから安心　高額療養費！

商工会青年部を中心に
結成された大崎伝統芸能神舞
保存会のメンバーよ！

　世帯の所得に応じて、一か月に負担する医療費の限度額が決まっています。限度額を超えた場合は、超え
た分が後から支給されます。支給を受けるには申請が必要ですが、支給対象になる方にはこちらから通知い
たしますのでご安心ください。なお、支給を受けるには領収書が必要ですので小額であっても大切に保管し
ておいてください。

自己負担限度額（月額）

所得区分 限度額 ４回目以降の限度額
上位所得者 １５０，０００円 ８３，４００円
一般 ８０，１００円 ４４，４００円
住民税非課税世帯 ３５，４００円 ２４，６００円

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院の限度額（世単位）
現役並み所得者 ４４，４００円 ８０，１００円
一般 １２，０００円 ４４，４００円
低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円
低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

※赤字の限度額については、医療費が一定額を超えた場合、超えた分の１％を加算した額が限度額にな
ります。
※同じ世帯で合算して限度額を超えた場合も対象となりますが、７０歳未満の方の場合、一つの治療で
21,000円以上の自己負担額しか合算できません。

２　70歳以上の人の場合

１　70歳未満の人の場合


